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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般財団法人日本

ガス機器検査協会（JIA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を改正すべきとの申出があり，日本工

業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格である。これによって，JIS S 2130:2010

は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 S 2130：2019 
 

家庭用ガス衣類乾燥機 

Gas burning clothes dryers for domestic use 

 
1 適用範囲 

この規格は，液化石油ガス又は都市ガス（以下，ガスという。）を燃料とする表示ガス消費量が，5.8 kW

以下で，標準乾燥容量が 10 kg 以下の主として一般家庭用のガス衣類乾燥機（以下，機器という。）につい

て規定する。 

なお，この規格では，圧力は，大気圧と示しているもの以外は全てゲージ圧力とする。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS B 0203 管用テーパねじ 

JIS B 0405 普通公差－第 1 部：個々に公差の指示がない長さ寸法及び角度寸法に対する公差 

JIS B 2401-1 O リング－第 1 部：O リング 

JIS C 3101 電気用硬銅線 

JIS C 3102 電気用軟銅線 

JIS C 3301 ゴムコード 

JIS C 3306 ビニルコード 

JIS C 3312 600 V ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル 

JIS C 3327 600 V ゴムキャブタイヤケーブル 

JIS C 8303 配線用差込接続器 

JIS C 8358 電気器具用差込接続器 

JIS C 8515 一次電池個別製品仕様 

JIS C 9606 電気洗濯機 

JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3313 電気亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3314 溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯 

JIS G 3446 機械構造用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 

JIS G 4303 ステンレス鋼棒 

JIS G 4304 熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4305 冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯 

JIS G 4308 ステンレス鋼線材 


